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処分の概要
工事施行の緊急停止命令(第87条の2第1項において市町村の長が処理すること

とされる宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第4項の適用)

法 令 名

根 拠 条 項
都市再生特別措置法 第87条の2第1項

法 令 番 号 平成14年法律第22号

【基準】

適用する宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第4項の規定による。

(監督処分)

第20条

4 都道府県知事は、第2項の規定により工事の施行の停止を命じようとする場合において、緊

急の必要により弁明の機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する工事に該

当することが明らかな場合に限り、弁明の機会の付与を行わないで、工事主等に対して、当

該工事の施行の停止を命ずることができる。この場合において、当該工事主等が当該工事の

現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずる

ことができる。
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